令和８～１１年度　競争入札等参加資格者登録申請書

【 役務（一般サービス業）専用 】

令和　　年　　月　　日
一般財団法人札幌市住宅管理公社 理事長 様
一般財団法人札幌市住宅管理公社発注の役務(一般サービス業)に係る競争入札等参加資格者としての登録を申請します。

なお、この申請書の記載事項はすべて事実と相違ないことを誓約します。
	申 請 者（本 店）
	所  在  地
	〒


	
	ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ
	

	
	商号又は名称
	

	
	代表者役職名
及び氏名
	(役職)

(氏名)

	
	電話番号
	
	ＦＡＸ番号
	

	
	 Ｅメールアドレス※１
【契約締結権限等を委任する場合は記入不要】
	

	※２受任者（支店等）
	所　在　地
	〒


	
	支店等の名称
	

	
	受任者役職名
及び氏名
	(役職)

(氏名)

	
	電話番号
	
	ＦＡＸ番号
	

	
	Ｅメールアドレス※１
	

	登録を申請する業種
	別表１の中分類に該当する１業種
※小分類が設けられて
  いる業種については、
  登録を希望する全ての小分類も記入
	中分類
	(　)
	

	
	
	小分類
	(　)
	

	
	
	
	(　)
	

	
	
	
	(　)
	

	
	
	
	(　)
	

	
	
	
	(　)
	


※１　指名（見積）通知交付連絡をＥメールにより行いますので、確実に受信可能なＥメールアドレス
を１つのみ記入して下さい。「役務（一般サービス業）」と「工事・建設関連サービス」とで
Ｅメールアドレスを使い分けることはできません。
※２　契約締結権限等（入札・見積・開札及びこれに関する復代理人選任、契約締結、代金の請求・受領等、契約に関する一切の権限）を委任する場合のみ記入してください。
【申請資格及び登録条件】
登録できる業種は、申請者が札幌市競争入札参加資格者(物品・役務)として登録されている中分類の
うち、いずれか１業種のみとなります。
【添付書類】
・令和８～１１年度札幌市競争入札参加資格認定通知書(物品・役務)の写〔登録有効期間に令和８年４月を含むもの〕
・使用印鑑届出書 兼 委任状　Ｂ１票
・電子契約利用申出書【電子契約の利用を希望する場合】【２０２６年１・２月に別途提出済みの場合は今回に限り不要とします。】

   使用印鑑届出書 兼 委任状
令和　　年　　月　　日

一般財団法人札幌市住宅管理公社 理事長 様

申請者（本店）
所　  在　  地　　
商号 又は 名称
代表者役職名・氏名　
契約締結権限等を委任する者（受任者）※注1
所　  在　  地
支店等の名称　　　　
受任者役職名・氏名　
一般財団法人札幌市住宅管理公社との契約にあたり、使用印鑑（契約締結権等を委任する場合については、受任者の役職名・氏名等を含む。）を下記の通りお届けします。

なお、届出事項に変更があったときは、別に定める手続きにより必要な届出を行うこととし、新たに有効な届出がなされない限り、この届出書（委任状）による届出（委任）事項はその効力を失わないものとします。
記
	使用印鑑押印欄※注２
（契約締結権限等を委任したときは受任者の印）



※注１　契約締結権限等（入札・見積・開札及びこれに
関する復代理人選任、契約締結、代金の請求・受
領等、契約に関する一切の権限）を委任する場合
のみ記入してください。
※注２　使用印鑑押印欄には、入札書・契約書・請求書
等の契約にあたって使用する印鑑（契約締結権限
等を委任したときは受任者の印鑑）を押印してく
ださい。




令和　　年　　月　　日
（宛先）一般財団法人札幌市住宅管理公社　理事長 様
所在地：　　　　　　
商号又は名称：　　　　　　
代表者職氏名：　　　　　　
連絡先（電話）：　　　　　　
電　子　契　約　利　用　申　出　書
今後取り交わす契約について一般財団法人札幌市住宅管理公社と電子契約サービスを利用して契約を締結することに同意します。
　併せて、建設工事請負契約にあっては、本申出書に基づき電磁的記録に法令で定める措置を講じた場合は、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第１９条第１項及び第２項の規定による書面を交付したとみなすことについて、同意します。
電子契約締結に利用するメールアドレス等は次のとおりです。
【確認者１】 ※必須
	契約締結権限者
	氏名
	
	役職
	

	メールアドレス
	


※代表者自ら電子署名を行う、もしくは契約の締結に関する権限の委任を受けた者。
【確認者２】 ※任意（確認者１と同一のメールアドレス等は設定不可）
	契約事務担当者
	氏名
	
	役職
	

	メールアドレス
	


【留意事項】
１　本申出書には、押印は不要です。
２　建設工事請負契約においては、次の条件に基づき、建設業法第１９条第１項及び第２項の規定による書面の交付に代えて電磁的措置（①及び②参照）を講ずる方法により実施することについて相互に承諾するものとします。なお、本承諾後であっても、電磁的措置を講ずる方法により実施することを撤回する旨の申出があった場合、申出以降の建設工事の請負契約については書面を交付することとします。
① 電磁的措置の種類

コンピュータ・ネットワーク利用の措置
② 電磁的措置の内容、ファイルへの記録の方式

電子契約サービスを通じて、送信者が PDF ファイル形式の書類をアップロードし、契約当事者が同意することにより、電子認証局サービスが提供する電子証明書を利用した電子署名を付加し、電子メール、サーバー上からダウンロード等により記録する方法
Ａ１票








捨　印


（代表者印）











 代表者印





Ｂ１票





捨　印


（代表者印）





代表者印





Ｄ票








